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問い合わせ先：生活環境課　環境グループ　☎８２－２２６５

　小型家電や電子機器に含まれる有用、有害な金属類を適正にリサイクルするため、町は小型家電の無
料回収箱を役場、白老コミセン、いきいき４・６、各出張所、環境衛生センターに設置しています。

※携帯電話、パソコンなどに含まれる個人情報はあらかじめ消去してから排出してください。
※排出する際は、梱包材（ダンボールやビニール袋など）から取り出して排出してください。

　今年４月27日に発生した登別市クリンクルセンターの爆発事故を勘案し、事故防止対策の一環として、
７月15日からクリンクルに運び込む町環境衛生センターへのごみ自己搬入時に、申込書（環境衛生セン
ター、生活環境課窓口に置いています）の提出が必要となります。事前に用意するか、同センター受け
付けで記入して提出してください。

回収できないもの
　家電４品目（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機）、除湿器、パソコンモニター、ビデ
オテープ、カセットテープ、バッテリー、充電池、蛍光灯、電球、CD、電池、トナーカートリッジ、木製の小型家
電（木製スピーカー、木製楽器）、布製の小型家電（電気毛布、電気カーペット）など

環境衛生センターの利用方法の変更 ──────────────────────

　ノートパソコン、携帯電話、デジタルカメラ、ビデオカメラ、プリンター、炊飯器、電子レンジ、
ポット、扇風機、ドライヤー、ゲーム機、CD・DVDプレイヤー、リモコン、ACアダプターなどの
ケーブル類など

回収対象


